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―203号― 

同居している８０歳代の母が、半年間で約５０万円の海産物の送り付け被害に遭っ
ていることがわかった。母の判断力はすでに低下しており、電話を取ることができな
い。販売業者からどのように勧誘を受けて購入したのかはわからない。近々また海
産物が届く予定があるようだ。どうしたらよいか。 

事前に勧誘の電話などがなく、または、勧誘を受けたとしても送付を承諾していない
にもかかわらず、一方的に商品を送り付けて代金の支払いを請求する手口を「送り
付け商法（ネガティブ・オプション）」と言います。この場合、売買契約は成立していな
いので代金を支払う義務はありません。身に覚えのない商品が届いた場合は、宅配
業者に「受け取りを拒否します」と伝えて持ち帰ってもらいましょう。 
 
参照先：東京都消費生活総合センターＨＰ： 
https://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/kinkyu/documents/1109.pdf 

  



製品 
安全情報 

豆知識 

１ 石油ふろがまを使用中、製品と周囲 
 を焼損する火災が発生！ 

事例紹介 注意点 

「特定商取引法」とは 

訪問販売などの消費者トラブルが生じやすい特定の取引類型を対象に、消費者保護の為のルー
ルと、事業者による不公正な勧誘行為等を取り締まるルールを定めた法律です。この法律には、
クーリング・オフなど、消費者救済のための様々な制度が設けられており、トラブルに巻き込まれ
た時の、消費者の強い味方となっています。この法律は、平成２０年に大幅な改正がなされまし
たが、その後の消費者被害の実態や高齢社会の到来などの現状を踏まえて、平成２８月５月２５
日に改正され、同年６月３日に公布されました。改正法は、平成２９年１２月１日に施行されます。 

参考：よこはまくらしナビ平成２９年度秋号 https://www.yokohama-consumer.or.jp/cms_files/h29_navi-autumn.pdf  

○ 特定保守製品を購入した、または所 
 有しても未登録の方は、所有者情報の 
 登録を行いましょう。 
○ 点検通知が届いたら点検しましょう。 
○ 制度開始以前に製造・輸入された製 
 品をお持ちの場合は、１０年を目安に点 
 検を受けましょう。 

出典：nite（独立行政法人製品評価技術基盤機構）HP http://www.nite.go.jp/data/000087471.pdf 

改正のポイント 

１ 指定権利制度の見直し ⇒ 対象権利の拡大。「指定権利」から「特定権利」へ名称変更 
２ 電話勧誘販売における過量販売規制 ⇒ 次々販売も取引歴を知りながら売りつけた場合は 
  過量販売解除が可能 
３ ファクシミリ広告の送りつけ禁止 ⇒ 電子メールと同様に規制の対象 
４ 取消権の期間延長 ⇒ ６か月から１年に延長 
５ 悪質業者への対応 ⇒ 業務停止の範囲内の業務を新たに法人を設立して継続することの 
  禁止。業務停止命令の期間を最長１年から２年に伸長 

２ 屋内式ガス瞬間湯沸器を使用中、 
 製品から発煙し、配管カバーの一部 
 が焦げた！ 

３ ビルトイン式電気食器洗機を使用 
 中、製品を焼損する火災が発生した。 ※特定保守製品…ビルトイン食洗機、浴室用電気乾

燥機、石油給湯器、石油ふろがま、石油温風暖房器、
屋内式ガス瞬間湯沸器、屋内式ガスふろがま 



お知らせ 

「まなべる」は、専用端
末で消費生活トラブルの
疑似体験ができる体験
ゾーンや、書籍やDVDの
貸出を実施する情報
ゾーンがあります。 


